
運用実績   現地2025年7月31日

 分配金実績 ※直近1年

設定日：2025年6月30日 単位：米ドル ※1口当たり、税引前 単位：米ドル

※ ルクセンブルグみずほ信託銀行のデータをもとにアセットマネジメントOneが作成しています。

※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

（注）ファンドの管理事務代行会社および保管会社であったルクセンブルグみずほ信託銀行は、2025年
　　　11月４日に、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨと合併しました。当該合併により、
     ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルク支店が同日付でファンドの
     管理事務代行会社および保管会社となりました。

ポートフォリオ構成

月次運用レポート

2025年7月31日基準

1口当たり純資産価格・純資産総額の推移

騰落率

オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

愛称：GCRED
米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド

1ヵ月
（2025/06/30）

3ヵ月
-

6ヵ月
-

1年

-

2年

-

3年

-

設定来

（2025/06/30）

-

0.62%

0.62%

-

-

-

-

ゴラブ・キャピタル・プラ
イベート・クレジット・ファ
ンド（クラスI投資証券）

94.5%

現金等 5.5%

※比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

日付
1口当たり

純資産価格

1口当たり
純資産価格

（分配金再投資）
純資産総額

2025年6月30日 99.99 99.99 288,428,510

2025年7月31日 100.61 100.61 290,212,742

分配宣言日 分配金

2025/9/30 -

2025/10/31 -
2025/11/30 -
2025/12/31 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

設定来累計分配金 0.00

ファンドは特化型運用を行います。

※毎月の最終暦日が分配宣言日となります。

※分配宣言日は、分配受益者の確定日であり、受益者

への支払日とは異なります。詳しくは、P12の分配金

スケジュールをご覧ください。

※分配金額は、あらかじめ一定の額の分配をお約束する

ものではありません。分配金が支払われない場合もあり

ます。

※騰落率は管理報酬等控除後です。１口当たり純資産

価格（分配金再投資）は、税引前の分配金を再投資

したものとして計算していますので、実際の１口当たり

純資産価格とは異なります。騰落率は、1口当たり純

資産価格（分配金再投資）の騰落率です。

※１口当たり純資産価格は管理報酬等控除後です。１口当たり純資産価格（分配金再投資）は、税引前

の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の１口当たり純資産価格とは異なります。
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主要投資対象ファンドのポートフォリオ 現地2025年7月31日

■

■ ゴラブ・キャピタルの現地月末データをもとにアセットマネジメントOneが作成しています。

ポートフォリオ特性値 資産別比率

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

組入上位10業種

月次運用レポート

2025年7月31日基準

オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド
愛称：GCRED

下記は、当ファンドが投資対象とするゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンドのポートフォリオを表しています。当ファンドのポートフォリオ
とは異なります。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※総資産額、純資産総額およびレバレッジ比率は四半期更新で、

2025年6月末時点

※変動金利の比率はローン総額に対する割合です。

※配当利回り（年率）は、 過去3ヵ月の1口当たり分配額を年率換

算し、1口当たり純資産価格で除したものです。当ファンドが投資

対象とするゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド

（クラスI投資証券）の配当利回りであり、当ファンドの利回りとは

異なります。

※四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。

※比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。
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付ローン

97%

劣後ローン等

1%

株式、その他

2%

※業種分類は、ゴラブ・キャピタルの分類に基づいています。（以下同じ）

※比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。

総資産額 68.5 億米ドル

純資産総額 30.4 億米ドル

レバレッジ比率（総資産額/純資産額） 2.25 倍

投資先企業数 372 社

変動金利の割合 99 ％

配当利回り（年率） 9.0 ％
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主要投資対象ファンドのポートフォリオ 現地2025年7月31日
■

■ゴラブ・キャピタルの現地月末データをもとにアセットマネジメントOneが作成しています。

組入上位10銘柄

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド
愛称：GCRED

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

月次運用レポート

2025年7月31日基準

下記は、当ファンドが投資対象とするゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンドのポートフォリオを表しています。当ファンドのポートフォリオ
とは異なります。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※BBSW：オーストラリア銀行間取引金利、SOFR：担保付翌日物調達金利、EURIBOR：欧州銀行間取引金利

※比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。

※上記の個別銘柄は、投資対象ファンドへの組入れや保有の継続を示唆・保証するものではありません。

投資先企業数 372

企業名 業種 資産種別 利率 組入比率

MYOB ソフトウエア 第一抵当優先担保付ローン BBSW + 5.50% 2.3%

モダナイジング・メディシン ヘルスケア・テクノロジー 第一抵当優先担保付ローン&株式 SOFR + 5.25% 2.0%

企業概要：患者の健康記録、経理総務など病院向けクラウドベースソフトウェアの開発、提供

クランブル・クッキーズ ホテル・レストラン・レジャー 第一抵当優先担保付ローン SOFR + 4.50% 1.7%

企業概要：米国およびカナダに展開するクッキーフランチャイズ

ビヘイビオラル・ヘルス・グループ
ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹ
ｱ･ｻｰﾋﾞｽ

第一抵当優先担保付ローン SOFR + 5.50% 1.5%

企業概要：オピオイドなどの薬物依存症患者を対象とした専門病院

レリアクエスト 情報技術サービス 第一抵当優先担保付ローン SOFR + 6.00% 1.4%

企業概要：サイバーセキュリティを管理するソフトウェアの開発、提供

ミトラテック 情報技術サービス 第一抵当優先担保付ローン SOFR + 5.00% 1.4%

企業概要：企業向け法務・リスク管理ソフトウェアの開発、提供

シンクリー 専門小売り
第一抵当優先担保付ローン&劣後
ローン等

EURIBOR + 4.75% 1.4%

企業概要：キッチン等のデザイナー・製造業者・小売店をつなぐテクノロジーソリューションを提供

キャタレント 医薬品 第一抵当優先担保付ローン&株式 SOFR + 5.25% 1.2%

企業概要：バイオテクノロジーおよび製薬企業向けの薬を開発、製造、供給

アズテック・グループ 金融サービス 第一抵当優先担保付ローン EURIBOR + 5.00% 1.1%

企業概要：オルタナティブ投資分野で120兆円を超える資産を管理するアドミニストレータ

グローバル・ヘルスケア・エクスチェンジ ソフトウエア 第一抵当優先担保付ローン SOFR + 4.75% 1.1%

企業概要：医療提供者、サプライヤー、ディストリビューターを繋ぐクラウドベースのサプライチェーン管理サービス

1
企業概要：中小企業向け経理・経営管理ソフトウェア
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運用コメント

今後の見通し

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

月次運用レポート オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

2025年7月31日基準 ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド
愛称：GCRED

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

当ファンドが投資するゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド（以下「投資先ファンド」といいます）のパフォーマンスは堅調でした。

当ファンドが投資しているクラスIのリターンは2.8％となり、投資先ファンド設定来の年率リターンは10.8％となりました。また、当四半期におけ

る年率分配金利回りは9.0％となりました。

当四半期は関税関連の不確実性高まりがリスク資産に影響を及ぼし、金融市場を混乱させる中で始まりました。こうした市場環境の中にあり

ながら、投資先ファンドのポートフォリオのパフォーマンスは引き続き良好でした。2025年6月30日現在、約98%がゴラブ・キャピタル（以下ゴラ

ブ社）社内の5段階評価カテゴリー上位（4および5）に留まっており、これは借手となる企業が期待通りもしくはそれ以上のパフォーマンスを示

していることを示しています。投資先ファンドの融資先にはカテゴリー1（評価カテゴリー最下位）に分類される投資案件はなく、ノン・アクルー

アル（会計上、契約通りの利払いを見込めない状態とされる企業）に分類される融資案件もありません。こうした指標で見て投資先ファンドの

ポートフォリオは業界平均対比良好であり、プライベートおよび流動市場全体で信用ストレスが広がっている中でも、ポートフォリオの強さと安

定性を反映していると考えています。

投資先ファンドのポートフォリオは、強固な事業基盤を有するコアミドルマーケット企業を特定して長期的な取引関係を構築することで、借

手企業の成長に合わせて融資規模も拡大していく、というゴラブ社の戦略的な考え方を反映しています。ポートフォリオ内の多くの企業は、

ゴラブ社との取引開始以来大きく成長しており、EBITDA中央値は初回融資時の4700万ドルに対して直近では8100万ドルに、EBITDA加重

平均値は1億ドルから1億4600万ドルに、それぞれ拡大しました。こうした投資先企業の成長からも、ゴラブ社の強固な与信審査体制と、企業

に対する支援能力を示しています。ゴラブ社が持つスポンサーの密接なネットワークや借手企業のリピート率の高さも長期的な資金提供

パートナーとしてゴラブ社が果たしている役割をうかがうことができます。ボラティリティと格差が特徴の環境下、GCREDは高品質な企業をす

べての成長段階において支援することにコミットしています。

※当コメントは、四半期毎の更新で、現地2025年6月末時点となります。

※ゴラブ・キャピタルの情報をもとにアセットマネジメントOneが作成しています。

※運用コメントに記載された内容は、過去の実績または作成時点の見解であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。将来の市場環境の変動等により、

変更される場合があります。

当四半期は関税関連のボラティリティが支配的な環境から始まり、その後は安定を取り戻しつつあるものの依然として不確実な市場

環境となっています。流動性のあるローンの市場で見られた四半期初の混乱や、業種横断的に見られたストレス上昇の兆候にもかか

わらず、規律ある与信審査と強固な事業基盤を持つ成長企業のポートフォリオに支えられて投資先ファンドのパフォーマンスは安定

的に推移しました。

当ファンドの投資戦略は、健全で景気後退に強い企業に対する優先担保付融資に引き続き焦点を当てており、融資先企業は主とし

て米国内にサプライチェーンと顧客基盤を抱える米国企業が対象です。こうした借手企業の多くはサービス関連セクターに属してい

るため、関税や為替リスク、世界貿易の混乱といった要素からの影響が限定的です。ゴラブ社では、長年にわたるプライベートエクイ

ティとの関係性や借手企業のリピート率の高さといった要素が、当ファンドが不確実性を乗り越えつつ高品質な投資機会を捉えていく

助けになると考えています。

マクロ経済環境には逆風が続く中、ゴラブ社では投資案件を厳選し続けます。ゴラブ社では、規律を持って投資機会を評価し、魅力

的なリスク調整後リターンを提供すると考えられる案件に優先し投資活動を続けます。融資案件間の格差が拡大するにつれて、ス

ケール、与信審査の厳格さ、関係者との関係の深さが、ますます重要な差別化要因になると考えています。ゴラブ社がこれまでに積

み上げたトラックレコードやプライベートエクイティファンドとの深い関係、強固なポートフォリオといった要素により、当ファンドはこうした

市場環境下であっても安定的なパフォーマンスをお届けできると考えています。

※当コメントは、四半期毎の更新で、現地2025年6月末時点となります。
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各資産のパフォーマンス推移（米ドルベース）

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

月次運用レポート オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

2025年7月31日基準 ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド
愛称：GCRED

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

※設定日を100として指数化

・米国投資適格社債：ブルームバーグ・米国投資適格社債インデックス

・米国ハイイールド債券：ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス

・米国バンクローン：Morningstar® LSTA® 米国レバレッジド・ローン指数SM

・米国株式：S&P 500種指数（配当込み）

＊主として大企業向け融資（ローン）のことで、一般に複数の銀行やファンドなどが参加しており、市場で取引されています。

※ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOneが作成。

■ICE Data Indices, LLC（「ICE Data」）、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、明示又は黙示のいずれかを問わず、インデックス、インデック

ス・データ、及びそれらに含まれ、関連し、又は派生する一切のデータを含めて、商品性又は特定の目的若しくは使用への適合性の保証を含む一切の表明及

び保証を否認します。ICE Data、その関係会社又はそれらの第三者サプライヤーは、インデックス、インデックス・データ若しくはそれらの構成要素の適切性、

正確性、適時性又は完全性について、なんら損害賠償又は責任を負わず、インデックス、インデックス・データ及びそれらの全ての構成要素は、現状有姿にお

いて提供されるものであり、自らの責任において使用いただくものです。ICE Data、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、アセットマネジメントOne

（株）又はその製品若しくはサービスを後援、推薦又は推奨するものではありません。

■「Bloomberg®」およびブルームバーグ・米国投資適格社債インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg 

Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、アセットマネジメントOne（株）による特定の目的

での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメントOne（株）とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨

するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

■Morningstar® LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SMは、Morningstar, Inc. （以下、「Morningstar」と言います。）の製品であり、これを使用する許諾がア

セットマネジメントOne株式会社（以下、「アセットマネジメントOne」）に付与されています。Morningstar®はMorningstarの登録商標であり、アセットマネジメント

Oneに特定の使用が許諾されています。Loan Syndications and TradingAssociation®およびLSTA®は、LSTAの商標であり、Morningstarに特定の使用が許

諾されており、さらにMorningstarによってアセットマネジメントOneに特定の使用が再許諾されています。当ファンドは、Morningstarおよび／またはそれぞれの

関連会社（以下、「Morningstarグループ」と言います）またはLSTAが組成、推薦、販売または販売促進するものではありません。Morningstarグループまたは

LSTAは、当ファンドに投資することの当否についていかなる表明も行わず、また、Morningstar® LSTA®米国レバレッジド・ローン指数SMの誤謬、脱漏、または

中断に対して一切の責任を負いません。

■S&P 500種指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスがアセットマネジメントOne株式会

社に付与されています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数

の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P 500種指数のいか

なる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
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1

● 投資先ファンドは、1940年米国投資会社法に基づき事業開発会社（ＢＤＣ）として規制を受ける投資会社です。

2

● 

● 

3

　 ※

※
 

※
    

※
     
     

4

※

   

5

※

※

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

月次運用レポート

2025年7月31日基準

ファンドは、米国デラウェア州籍法定信託であるゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド（以下「投資先ファンド」といい
ます。）が発行するクラスＩ投資証券（以下「投資先ファンド投資証券」といいます。）に投資することにより、インカム・ゲインの獲得と
長期的な元本の成長を目指します。
ファンドは、投資先ファンド投資証券の組入比率を原則として高位に保つことで、実質的に米国企業に直接融資をするプライベー
ト・クレジット投資を行います。

主として、投資先ファンドへの投資を通じて、実質的に米国企業にプライベート・クレジット投資を行い、インカム・ゲインの獲得
と長期的な元本の成長をめざします。

投資先ファンドは、主に米国のミドルマーケットおよびアッパーミドルマーケットの企業に対するプライベート・クレジット投資を行
います。

ファンドの特色（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド
愛称：GCRED

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

ファンドの受益証券１口当たり純資産価格は、毎月末の評価日に算出されます。

毎月末の分配宣言日に分配方針に従い、分配を決定します。

※ 換金（買戻し）には制限があります。後述のお申込みメモ「換金（買戻し）制限」をご参照ください。

各評価日の１口当たり純資産価格は、原則として評価日の20投資先ファンド営業日後の日の5ファンド営業日後の日（および／または管
理会社が投資運用会社と協議の上、随時決定するその他の日）の翌国内営業日に公表されます。

ファンドは、特化型運用ファンドです。特化型運用ファンドとは、投資対象に日本証券業協会で定める比率（純資産総額の10％）を超える支
配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。

ファンドは、投資先ファンド投資証券に集中的に投資することを目的としますので、ファンドには支配的な銘柄が存在し、または存在すること
となる可能性が高くなります。結果として、投資先ファンドの債務不履行、倒産、経営や財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発
生する可能性があります。

「評価日」とは、2025年6月30日以降の毎月の最終暦日および／または管理会社が投資運用会社と協議の上、随時決定するその他の
日をいいます。

「投資先ファンド営業日」とは、土曜日、日曜日もしくはニューヨーク州の銀行機関が法律または行政命令により休業が認められている、
または義務付けられているその他の日以外の日をいいます。

「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグ、日本およびケイマン諸島の銀行が営業を行っている日（各土曜日、日曜日、聖金曜日および12
月24日を除きます。）、および／または投資運用会社との協議の上、随時管理会社が決定する（合理的に可能な場合には事前に代行
協会員に通知する）その他の日をいいます。

分配金額は、収益分配方針に基づいて投資運用会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配を約束するものではありません。 また、
分配金が支払われない場合もあります。

ファンドの設定後は毎月の評価日の１口当たり純資産価格に基づき購入を申し込むことができます。また、年４回（3月、6月、9
月および12月）の評価日の１口当たり純資産価格に基づき、換金（買戻し）を請求することができます。

※私募で発行されたかまたは非公開企業が発行した、ローン、社債ならびにその他の信用（クレジット）および関連商品を総称して
　「プライベート・クレジット商品」といいます。

投資先ファンドの運用はゴラブ・キャピタルの関連会社であるGCアドバイザーズLLC（以下「投資先ファンド投資顧問会社」
といいます。）が行います。

重要事項

ファンドは、実質的に海外のプライベート・クレジット商品（後述の「ファンドの特色」をご参照ください。）等を投資対象としますので、組入プライ
ベート・クレジット商品の価格下落や、組入証券の発行者等の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの受益証券の１口当たり純資産価
格（米ドル建て）が下落することで、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの受益証券の１口当たり純資産価格が米ドル建
てで表示されますので、米ドル建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによ
る損失を被ることがあります。ファンドのご換金については、四半期に一度、3月、6月、9月および12月の評価日（最終暦日）の1口当たり純資産価
格に基づき行われます。3月、6月、9月および12月の1日（国内営業日でない場合は翌国内営業日）から月内最終ファンド営業日までに換金の
お申込みをしていただく必要があり、換金代金のお受け取りは当該評価日から一定期間を要します。また、ファンドの投資先ファンド（後述の
「ファンドの目的・特色」をご参照ください。）において解約（買戻し）制限が設けられており、この解約（買戻し）制限が実施された場合、ファンドの
換金のお申込みが取り消されることがあります。

投資先ファンドは、通常の状況下において、総資産（純資産および投資目的の借入金）の少なくとも80％を、直接または間
接的にプライベート・クレジット商品（※）に投資します。
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リスク要因

■ 投資目的および………………
取引リスク

■ 為替変動リスク………………

■ 信用リスク……………………

■ 流動性リスク…………………

■ 流通市場の不存在…………

■ 投資先ファンドの……………
投資目的の達成、
投資リターンの無保証

■ 投資の集中…………………

■ 投資先ファンド………………
への依存

■ 第三者の運用への依存………

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

いずれの期間においても、特に短期間でファンドの投資目的が成功する保証はありません。投資者は、ファ
ンドの受益証券の価格が上昇することも下落することもあることを認識する必要があります。

受益証券は米ドル建てです。よって、投資者が主として米ドル以外の通貨または通貨単位（円を含みます。）
（以下「投資者通貨」といいます。）建てで投資を行う場合には、通貨の交換に関して一定のリスクを負うこと
になります。このリスクには、為替レートが大きく変動（米ドルの切下げまたは投資者通貨の切上げによる変動
等）するリスク、および米ドルもしくは投資者通貨を管轄する当局が為替管理を実施または変更するリスクが
含まれます。投資者通貨の価値が対米ドルで上昇した場合、⒜ 純資産総額および受益証券１口当たり純資
産価格の投資者通貨相当額、ならびに、⒝ 支払分配金（あった場合）の投資者通貨相当額は下落します。

投資先ファンド投資証券の保有者として、ファンドの流動性および受益証券の買戻しは、投資先ファンドの
買戻プログラムおよび投資先ファンドのレベルでの限定的な流動性により悪影響を受けるおそれがあります。
投資先ファンドにおいて、前四半期末時点の発行済み投資証券口数または純資産総額の５％を上限とする
解約制限が設けられています。上記やその他の理由に基づき、投資先ファンド投資顧問会社の判断により、
解約申込みの一部または全部が換金されない可能性があります。
比較的流動性の低い有価証券の市場は、比較的流動性の高い有価証券の市場よりも変動が大きい傾向が
あります。ファンドの資産を投資先ファンド投資証券のような比較的流動性の低い有価証券へ投資すること
により、受益者が望む価格および時期に受益証券を現金化できないリスクもあります。

受益証券の流通市場の存在は想定されていません。したがって、受益者は、所定の手続および制限に従っ
た買戻しによってのみ、受益証券を処分することができます。受益証券の買戻しを請求する受益者は、保有
する受益証券に帰属する純資産総額が該当する買戻通知の日付から該当する買戻取引日までの期間中
に下落するリスクを負います。

有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変
動します。
ファンドが間接的に投資するプライベート・クレジット商品は、発行体の財務状況、経済状況の悪化または金
利が予想外に上昇した場合、発行体が適切に元利金を支払うことができなくなるリスクがあります。かかる証
券には、高いデフォルトリスクが伴い、投資資産の価値に影響を及ぼすことがあります。
発行体に適切なタイミングでの元利金の支払い能力またはその意思がない場合（またはそう考えられる場
合）には、ファンドが保有する証券の価格に影響します。ある証券について流動性のある取引市場がない場
合、かかる証券の適正価格を設定できないことがあります。

ファンドの投資目的に沿った運用を行うためには、投資先ファンドに継続的に投資する必要があります。投資
先ファンドは償還もしくは解散する可能性があり、またはその他の理由でファンドが投資先ファンドに投資でき
なくなる可能性があります。

投資先ファンドのパフォーマンスはモニターされるものの、ファンドは、投資先ファンド投資顧問会社の運用
チームの技能および専門性に大部分を依拠します。投資先ファンド投資顧問会社が投資先ファンドの運用
を継続して行うことの保証はなく、または投資先ファンド投資顧問会社の運用が継続して成功する保証はあ
りません。
ファンドのリターンは、投資先ファンド投資顧問会社の取組みおよびパフォーマンスにその大部分を依存し、
投資先ファンド投資顧問会社およびその従業員の成績不振により著しい悪影響を受ける可能性があります。
ファンドの投資運用会社またはその他の業務提供者はいずれも、投資先ファンドの日々の運用において役
割を持たず、投資先ファンド投資顧問会社が行う具体的な投資または運用上の意思決定を承認する権限
を持ちません。さらに、一般に、投資先ファンドの成績が不振であっても、ファンドは、投資先ファンドへの投
資をやめることはできません。ファンドの投資運用会社および投資助言会社は、投資先ファンドおよび投資
先ファンド投資顧問会社のパフォーマンス履歴や投資先ファンドの投資戦略等の基準に基づいて投資先
ファンドを評価するよう努めるものの、それらが将来のパフォーマンスの信頼できる指標になるとは限らず、ま
た投資先ファンド投資顧問会社、その主要人物、または投資先ファンドの投資戦略は、ファンドの同意なし
に随時変更される可能性があります。

オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド
愛称：GCRED

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

ファンドの1口当たり純資産価格は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益はすべ
て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により1口当たり純
資産価格が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの主なリスク要因は、次のとおりです。詳細は、請求目論見書の該当箇所をご参照ください。

月次運用レポート

2025年7月31日基準

リスク要因に関する以下の説明は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に網羅することを意図したものでは
ありません。

ファンドの投資リスク（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

ファンドは、資産の大部分を投資先ファンドに投資するため、投資先ファンドにおいて発生した損失はファン
ドに重大な悪影響を及ぼします。

投資先ファンドがその投資目的を達成する保証はありません。投資先ファンドがリターンを得ること、またはそ
のリターンが投資のリスクに見合ったものになるという保証はありません。ファンドへの投資は、投資額のすべ
てを失う可能性があります。投資先ファンドに関連する投資事業体の過去のパフォーマンスは必ずしも投資
先ファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではなく、投資先ファンドの予測または目標リターンが達
成される保証はありません。
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■ 費用の重層構造……………

■ 投資先ファンドの戦略………
は成功しない可能性が
あること

■ 実質的に資産の大部分………
を投資先ファンドに
投資すること

■ ファンドと投資先ファンドの……
パフォーマンスが
異なる可能性

■ 金利に関するリスク…………

■ レバレッジに関するリスク……

その他の留意点

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

ファンドは、投資先ファンド投資証券の解約申込みを行うことにより、受益者からの換金（買戻し）申込みに対
応します。投資先ファンドは基本的に四半期ごとに解約申込みを受け付けますが、前四半期末時点の発行
済み投資証券口数または純資産総額の5％を上限とする解約制限があり、また投資先ファンド投資顧問会
社には解約申込みの全部または一部を拒否する裁量があるため、投資先ファンド投資証券の流動性は限
定的です。なお、投資先ファンドにおいて換金制限が実施された場合、管理会社は投資運用会社と協議の
上、換金（買戻し）の申込みの全部を取り消すこと、または一部を制限することができます。また当該事由が
解消しない場合等には換金（買戻し）の申込みの受付を中止する期間が長期化する場合があります。

投資先ファンドは、投資先ファンドの投資収益性に応じた成功報酬および運用報酬を適宜支払い、投資先
ファンドの資産から管理報酬およびその他の費用を支払いますが、これらはすべて、投資先ファンドのその
他の費用に加え、投資先ファンドの投資者によって間接的に負担されます。これにより、受益者が負担する
費用は、投資先ファンドに直接投資した場合より増大することとなります。

ファンドの投資リスク（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

月次運用レポート

2025年7月31日基準

債券価格は、金利の変動に基づき変動することがあります。一般的に、金利の上昇局面では、債券価格は
下落する傾向があります。一方、金利の低下局面では、債券価格は上昇する傾向があります。
投資先ファンドは金利の変動に関連するリスクにさらされます。金利の上昇は、投資先ファンドの投資対象の
価値に影響を与え、投資先企業によるローンの定期的な支払いを困難にする可能性があります。投資先
ファンドの投資先企業が債務を満期時もしくは満期前に返済もしくは借り換えできない場合、または投資先企
業が契約金利の上昇後に継続的な支払いを行うことができない場合、投資先ファンドに重大な悪影響を及
ぼす可能性があります。

投資先ファンドは投資資金を借入金で調達するため、投資金額に対する潜在的利益または損失は高まりか
つ増大し、また投資先ファンドへの投資リスクが増大する可能性があります。

投資先ファンドの戦略が実行され、その投資目的が達成され、または投資先ファンドがその投資元本を回
収できるという保証はありません。

ファンドに関するリスクに加え、ファンドは実質的に資産の大部分を投資先ファンドに投資し、投資先ファンド
を通じて投資プログラムを実行するため、投資予定者は、投資先ファンドへの投資に伴うリスクも慎重に考慮
すべきです。ファンドのリターンは、投資先ファンドへの間接投資におけるパフォーマンスにほぼ完全に依存
し、投資先ファンドがその投資目的および投資戦略を実行できるという保証はありません。ファンドが投資先
ファンドへの投資者として負担する費用（例えば、投資先ファンドの資産ベース運用報酬、設立費用、投資
費用、運用費用、ならびに投資先ファンドへの投資者が負担するその他の費用および債務）に追加される、
ファンドの継続的運用費用の一部は、通常、ファンドおよび受益者によって負担され、受益者に対するリター
ンは、かかる負担に対応する影響を受けます。かかるファンドの追加費用により、ファンドのパフォーマンス
は、投資先ファンドに比べて低下します。ファンドは投資先ファンドへの投資者となりますが、ファンドへの投
資者自体は投資先ファンドへの投資者とはならず、投資先ファンドに対し直接何らかの権利を行使する、ま
たは投資先ファンドもしくはそれらの関連会社に対し直接請求権を主張する権利を有することにはなりませ
ん。管理会社は、投資先ファンドの投資運用会社または投資顧問会社ではなく、投資先ファンドの取引戦略
または取引方針に対していかなる支配権も有しません。ファンド、管理会社およびそれらの関連会社のいず
れも、投資先ファンドの運営に関与することはなく、投資先ファンドの運営戦略および運営方針に対する支配
権を持つことはありません。ファンドは、投資先ファンド投資顧問会社の判断ミス、過失または不正行為のリス
クにさらされます。

ファンドは実質的に資産の大部分を投資先ファンドに直接または間接的に投資しますが、ファンドのパフォー
マンスは、投資先ファンドのリターンと同一とはなりません。ファンドへの投資に適用されるコストおよび費用
（あらゆる報酬を含みます。）があるため、ファンドの成績は必ず投資先ファンドのパフォーマンスを下回るこ
とになります。さらに、その他の様々な要因（投資先ファンドに投資されないファンドの現金準備金の規模を
含みますが、これに限られません。）が、ファンドのパフォーマンスと投資先ファンドのパフォーマンスとの間
の乖離の原因となる可能性があります。ファンドのパフォーマンスと投資先ファンドのパフォーマンスとの間に
は、随時かつ経時的に乖離が生じ、その乖離は、特定の状況において重大となる可能性があります。

オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド
愛称：GCRED

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託
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1,000口以上1口単位

申込みに対応する評価日における1口当たり純資産価格

原則として午後3時（日本時間）まで

⒜

⒝

⒞

⒟ 

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

購入の申込期間

購入（申込み）単位

原則として評価日の20投資先ファンド営業日後の日の5ファンド営業日後の日（および／または管理会社が投資運用会社と協
議の上、随時決定するその他の日）の翌国内営業日に公表されます（以下「国内購入約定日」といいます。）。
「投資先ファンド営業日」とは、土曜日、日曜日もしくはニューヨーク州の銀行機関が法律または行政命令により休業が認められ
ている、または義務付けられているその他の日以外の日をいいます。

購入（申込み）価格

※ 毎月1日（国内営業日でない場合は翌国内営業日）から月内最終ファンド営業日までのお申込み受付分が、その月の評
価日の1口当たり純資産価格での購入となります。
「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグ、日本およびケイマン諸島の銀行が営業を行っている日（各土曜日、日曜日、聖金曜日
および12月24日を除きます。）、および／または投資運用会社との協議の上、随時管理会社が決定する（合理的に可能な場合
には事前に代行協会員に通知する）その他の日をいいます。
「評価日」とは、2025年6月30日以降の毎月の最終暦日および／または管理会社が投資運用会社と協議の上、随時決定するそ
の他の日をいいます。

国内購入約定日から起算して4国内営業日目までに申込金額と購入時手数料をお支払いください。
※ 円貨で支払われた場合における外貨への換算は、国内購入約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠し
たものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします（ただし、日本における販売会社が別途取り決める
場合を除きます。）。

購入（申込み）代金

月次運用レポート オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

2025年7月31日基準
愛称：GCRED

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド

申込締切時間

換金（買戻し）の申込可能日
3月、6月、9月および12月の1日（国内営業日でない場合は翌国内営業日）から月内最終ファンド営業日までのお申込み受付分
がその月の評価日の1口当たり純資産価格から信託財産留保額を差し引いた価格での換金（買戻し）となります。

換金（買戻し）単位 原則として1口単位

換金（買戻し）代金

国内換金約定日から起算して4国内営業日目からお受け取りいただけます。
※ 円貨で支払われる場合における外貨からの換算は、国内換金約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠し
たものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします（ただし、日本における販売会社が別途取り決める
場合を除きます。）。

申込みに対応する評価日における1口当たり純資産価格から信託財産留保額を差し引いた価格
原則として評価日の2か月後の月初6投資先ファンド営業日目の日の8ファンド営業日後の日（および／または管理会社が投資
運用会社と協議の上、随時決定するその他の日）の翌国内営業日に確認できます（以下「国内換金約定日」といいます。）。

換金（買戻し）価格

購入・換金申込受付
の中止および取消し

換金（買戻し）制限

投資先ファンドにおいて、前四半期末時点の発行済み投資証券口数または純資産総額の5％を上限とする解約制限が設けら
れています。この解約制限やその他の理由に基づき、投資先ファンド投資顧問会社の判断により、投資先ファンドへの申込みの
一部または全部が換金されない可能性があります。なお、投資先ファンドにおいて解約制限が実施された場合、管理会社は投
資運用会社と協議の上、換金（買戻し）の申込みの全部を取り消すこと、または一部を制限することができます。翌四半期以降
に換金（買戻し）を行う場合には再度お申込みが必要です。また、1口当たり純資産価格の決定が停止されている間は換金（買
戻し）も停止します。

受託会社は、自己の裁量において、以下の状況を含むいかなる理由によっても、受益証券１口当たり純資産価格の決定ならび
に／またはファンドの受益証券の発行および／もしくは買戻しを停止することができます。

ファンドがその投資対象資産を評価または処分することが合理的に実行可能でなくなるか、ファンドの受益者に対し著しい
不利益を及ぼすことになる、緊急事態またはその他の状態を構成すると受託会社が判断する状況が存在する期間

ファンドの直接的または間接的な投資対象資産の価格もしくは価値を決定するために通常用いられる手段が使用不能な期
間、または、その他の何らかの理由により、ファンドが（直接的または間接的に）保有する投資対象資産の価格もしくは価値
を合理的に速やかにかつ正確に確認できない期間

投資対象資産の現金化または取得に伴う資金の移動を、通常の為替レートで行うことができないと、管理会社との協議の上
で受託会社が判断する期間

受託会社が、ファンド、受託会社、管理会社もしくはそれらの関連会社、子会社、共同経営者またはファンドのその他のサー
ビス・プロバイダーに関し、受託会社、管理会社または管理事務代行会社に適用されるマネー・ロンダリング防止規則を遵
守するために停止が必要であると判断した期間
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 ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合、償還します。
⒜ 登録された受益者による決議により繰上償還が可決された場合
⒝ 

⒞

⒟
また、ファンドは、
(ⅰ) 

(ⅱ) 投資先ファンドの償還後、管理会社が投資運用会社と協議の上で決定した日に
償還します。
毎年９月30日

信託金の限度額は、定められていません。

エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第324号

加入協会  ： 一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社

ルクセンブルグみずほ信託銀行

みずほ証券株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 　　　　　　　　

加入協会  ： 日本証券業協会

    　　　　　　　一般社団法人日本投資顧問業協会

    　　　　　　　一般社団法人金融先物取引業協会

    　　　　　　　一般社団法人第二種金融商品取引業協会

（注）ファンドの管理事務代行会社および保管会社であったルクセンブルグみずほ信託銀行は、2025年11月
４日に、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨと合併しました。当該合併により、ステート・スト
リート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルク支店が同日付でファンドの管理事務代行会社およ
び保管会社となりました。

月次運用レポート オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

愛称：GCRED

毎月末の分配宣言日に分配方針に従い、分配を決定します。ただし、投資運用会社の裁量で収益の分配を行わない場合があります。収益分配

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

信託期間
ファンドは2035年6月29日に終了します。
（管理会社は投資運用会社と協議の上、信託期間を延長することがあります。なお、ファンドの設定日は2025年6月30日です。）

ケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしてのトラストのケイマン諸島金融庁（ＣＩＭＡ）による免許またはその他承認が無
効または不利に変更された場合
受託会社が、管理会社との協議の上、ファンドを継続することが現実的でなくもしくは望ましくなく、またはファンドの受益者の利益に反
すると判断した場合

2025年7月31日基準 ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド

 管理事務代行会社／保管会社

 代行協会員／日本における販売会社

繰上償還

決算日

信託金の限度額

運用報告書

ファンドの関係法人
 管理会社

アセットマネジメントOne株式会社

ファンドの計算期間の終了（毎年９月30日）およびファンドの運用の終了後に、期間中の運用経過、およびファンドが保有する資産の内容等
を記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、日本における販売会社を通じて日本の知れている投資者に書面または日
本における販売会社が別途告知する電磁的方法により提供されます。運用報告書（全体版）は電磁的方法により代行協会員のホームペー
ジにおいて提供されます。

 投資運用会社

設定日（2025年6月30日）より３年経過後のいずれかの時点で、純資産総額が5,000万米ドルを下回った場合、投資運用会社と協議の
上で管理会社の裁量により、または

 受託会社 ＣＩＢＣカリビアン・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド

投資助言会社

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

受託会社の辞任または管理会社の解任もしくは辞任に際し、適切な代替者または受託会社もしくは管理会社の承継者がいない場合

その他

受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会
社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款（以下「口座約款」といいます。）を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基
づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。米国の市民または居住者等はファンドをご購入いただくことができませ
ん。詳細は請求目論見書をご参照ください。

ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなさ
れる可能性もあります。

課税関係

「当資料のお取扱いについてのご注意」
お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」は販売会社までご請求ください。
■ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

■ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■ 当ファンドは、実質的に海外のプライベート・クレジット商品等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、市場環境、組入証券の発行者に係る信

用状況等の変化により１口当たり純資産価格は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、１口当たり純資産価格の下落により、

損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

■ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものでは

ありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

■ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

■ 投資信託は

１.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合に

は投資者保護基金の対象にもなりません。

２.購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

３.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
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■ 投資者が直接的に負担する費用

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドを通じて間接的に負担する投資先ファンドの費用

実質的な負担

純資産総額に対して年率2.62％＋投資先ファンド投資顧問会社の成功報酬

※上記はファンドが投資先ファンドを高位に組入れた状態を想定しています。

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

月次運用レポート オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

2025年7月31日基準 ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

ありません。

運用管理費用（管理報酬等）の合計

純資産総額に対して年率1.37％（ただし、最低報酬が適用される場合があります。また、設立報酬として、2,500米ドルの受託報酬、5,000米ドルの管理報
酬および10,000米ドルの管理事務代行報酬がかかります。）
（ただし、下記のその他の費用・手数料もファンドの信託財産から支払われます。）

信託財産留保額
申込みに対応する評価日の１口当たり純資産価格に0.3％の率を乗じて得た額を、換金（買戻し）時にご負担いただき
ます。

お客さまにご負担いただく手数料等について（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

下記手数料等の合計額および上限額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※手数料率は、手数料率（税抜）にかかる消費税および地方消費税に相当する料率（10％）を加算した料率を表記しております。

購入時手数料 申込金額の3.30％（税込）以内

買戻手数料

その他の費用・
手数料

ファンドの設立費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評
価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための
手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担
いただきます。上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率もしくは上限額等を事前に表示
することができません。

愛称：GCRED

管理報酬 年率1.25％

インカム成功報酬 ： 各四半期に発生した投資先ファンドのインカム・ゲインから費用を控除した額の12.5％（ハードルレート年率５％を超過した
場合。キャッチアップ条件あり。）
キャピタル・ゲイン成功報酬 ： 投資先ファンドの実現キャピタル・ゲインから実現・未実現損失および支払済みキャピタル・ゲイン成功報酬を控
除した額の12.5％

成功報酬

手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬料率

保管報酬 保管会社 ファンドの資産の保管業務

純資産総額に対して年率0.10％（ただし、四半期当たり12,500米ドルを最低額としま
す。）
管理事務代行報酬および保管報酬は、毎日発生し、関連する四半期の平均純資産総
額に基づき、四半期ごとに計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。

管理事務
代行報酬

管理事務
代行会社

計算および評価ならびにその他の
管理事務代行業務および登録・名
義書換事務代行業務

管理報酬 管理会社

受託会社 ファンドの資産の受託業務

販売報酬
日本における

販売会社
受益証券の販売・買戻し
の取扱業務

純資産総額に対して年率0.70％
販売報酬は、毎日発生し、関連する四半期の平均純資産総額に基づき、四半期ごとに
計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。

純資産総額に対して年率0.45％
投資運用報酬は、毎日発生し、関連する四半期の平均純資産総額に基づき、四半期
ごとに計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。
投資運用報酬から投資助言会社に対し投資助言報酬が支払われます。

ファンド資産の投資および
運用に関する業務

投資運用会社
投資助言会社

投資運用報酬

純資産総額に対して年率0.10％
代行協会員報酬は、毎日発生し、関連する四半期の平均純資産総額に基づき、四半
期ごとに計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。

受益証券1口当たり純資産価格の
公表、目論見書、運用報告書等の
日本における販売会社への送付お
よびこれらに付随する業務

代行協会員
報酬

代行協会員

純資産総額に対して年率0.01％（ただし、四半期当たり3,750米ドルを最低額とします。）
受託報酬は、毎日発生し、関連する四半期の平均純資産総額に基づき、四半期ごとに
計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。

受託報酬

ファンドの資産の運用、管理および
ファンドの受益証券の発行、買戻し
等の業務

純資産総額に対して年率0.01％（ただし、月間3,000米ドルを最低額とします。）
管理報酬は、毎日発生し、関連する四半期の平均純資産総額に基づき、四半期ごとに
計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。
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■

※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

月次運用レポート オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－

2025年7月31日基準 ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド
愛称：GCRED

換金申込スケジュール

分配金スケジュール

米ドル建 ケイマン籍／契約型／追加型外国投資信託

購入申込スケジュール

当資料作成時点で確認できる内容であり、今後変更される可能性があります。お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交
付目論見書）を必ずご覧ください。

＊1口当たり純資産価格から信託財産留保額を差し引いた価格（1口当たり）でのご換金となります。

購入申込
受付開始日

購入申込
受付最終日

１口当たり
純資産価格公表日／

国内購入約定日

受渡日
（購入代金支払日）

2025年9月1日 (月) 2025年9月30日 (火) 2025年11月7日 (金) 2025年11月12日 (水)

2025年10月1日 (水) 2025年10月31日 (金) 2025年12月10日 (水) 2025年12月15日 (月)

2025年11月4日 (火) 2025年11月28日 (金) 2026年1月9日 (金) 2026年1月15日 (木)

2025年12月1日 (月) 2025年12月30日 (火) 2026年2月9日 (月) 2026年2月13日 (金)

2026年1月5日 (月) 2026年1月30日 (金) 2026年3月10日 (火) 2026年3月13日 (金)

換金申込
受付開始日

換金申込
受付最終日

１口当たり
純資産価格公表日 国内換金約定日＊ 受渡日

（換金代金支払日）

2025年9月1日 (月) 2025年9月30日 (火) 2025年11月7日 (金) 2025年11月21日 (金) 2025年11月27日 (木)

2025年12月1日 (月) 2025年12月30日 (火) 2026年2月9日 (月) 2026年2月25日 (水) 2026年3月2日 (月)

分配宣言日
（分配受益者確定日）

分配落ち日 販売会社への支払日＊

2025年9月30日 (火) 2025年10月31日 (金) 2025年11月28日 (金)

2025年10月31日 (金) 2025年11月30日 (日) 2025年12月30日 (火)

2025年11月30日 (日) 2025年12月31日 (水) 2026年1月30日 (金)

2025年12月31日 (水) 2026年1月31日 (土) 2026年2月27日 (金)

＊販売会社は、原則として着金後速やかに、日本の最終受益者に対し分配金を支払います。
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※当資料のP.10に「当資料のお取扱いについてのご注意」を記載しておりますので必ずご確認ください。

分配金A

分配金B
投資者

（受益者）の

購入価格

投資信託から分配金が

支払われるイメージ

分配金は、分配計算期間中に発生した収益（実現益および未実現益）を超えて支払われる場合があります。

その場合、今回の分配落ち日の１口当たり純資産価格は前回の分配落ち日と比べて下落することになります。

また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金

投資信託の純資産

（注）分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

投資者（受益者）のファンドの購入価格によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が

あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より１口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。

※

分配金額と１口当たり純資産価格の関係（イメージ）

上図のそれぞれのケースにおいて、前回の分配落ち日から今回の分配落ち日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケースA：分配金受取額1.0米ドル＋今回の分配落ち日と前回の分配落ち日との1口当たり純資産価格の差

ケースB：分配金受取額1.0米ドル＋今回の分配落ち日と前回の分配落ち日との1口当たり純資産価格の差

ケースC：分配金受取額1.0米ドル＋今回の分配落ち日と前回の分配落ち日との1口当たり純資産価格の差

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、１口当たり純資産価格の増減により、投資信託の損益状況はそれ

ぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と

「投資信託の１口当たり純資産価格の増減額」の合計額でご判断ください。

※分配金は、分配方針に基づき支払われます。

上記はイメージであり、実際の分配金額や１口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意ください。

※

（注）分配計算期間に生じた収益以外から

0.8米ドルを取り崩し
（注）分配計算期間に生じた収益以外から

0.5米ドルを取り崩し

105.0米ドル

前回の

分配落ち日

期中収益

1.0米ドル 分配金1.0米ドル

103.0米ドル0.8米ドル

＜前回の分配落ち日から1口当たり純資産

価格が上昇した場合＞

＜前回の分配落ち日から1口当たり純資産

価格が下落した場合＞

0.5米ドル

105.5米ドル
期中収益

0.5米ドル

投資信託の収益分配金に関するご説明

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その

金額相当分、１口当たり純資産価格は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

ケースA ケースB ケースC

分配金1.0米ドル

106.0米ドル

105.0米ドル 105.0米ドル

104.5米ドル

105.0米ドル

104.0米ドル
期中収益

分配金1.0米ドル

前回の

分配落ち日

前回の

分配落ち日
今回の

分配落ち日

の分配前

今回の

分配落ち日

の分配前

今回の

分配落ち日

の分配前

今回の

分配落ち日

の分配後

今回の

分配落ち日

の分配後

今回の

分配落ち日

の分配後

0米ドル＝

▲0.5米ドル＝

▲2.0米ドル＝

1.0米ドル

0.5米ドル

▲1.0米ドル

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金支払後

1口当たり

純資産価格

購入価格を上回

る部分（分配金

A）に加え、下回

る部分（分配金

B）も分配金とし

て課税対象とな

ります。

1
口
当
た
り
純
資
産
価
格

投資者

（受益者）の

購入価格

分配金支払後

1口当たり

純資産価格

分配金B 購入価格を下回

る部分（分配金

B)も分配金とし

て課税対象とな

ります。

0.2米ドル

13/13


